
HCFC-22生産の副生物HFC-23の強力な温室効果
1987年に、特定フロン等のオゾン層破壊物質の生産や使用を規制する「モントリオール議定書」が採択さ
れました。その後、特定フロン等の生産・使用の規制が強化されていき、1995年末には、特定フロン等を完
全に生産できないことになりました。

フロンを一切使わないCO2冷媒の使用も試みられてきましたが、当時は技術的な課題を解決するのが難
しく、近年になってようやく少しずつ実用化され始めました。

有害な紫外線を吸収してくれるオゾン層。そこに“穴”を開ける原因がエアコンや冷凍・冷蔵庫の冷媒に使

われてきた「フロン類」（フルオロカーボン類）の放出と判明し、代替フロンが開発されました。しかし今、代

替フロンやその副生成物質に関しても、温室効果が高いことがわかり、問題となっています。なかでも

HCFC-22の副生成物であるHFC-23は温室効果が高く、その破壊と安全な処理が緊急の課題です。NEDO

では、「京都議定書目標達成計画」に対応してフロン類削減のために様々な技術開発支援をしていますが

、その一環としてHFC-23の破壊技術の研究開発についてもプロジェクトを実施しました。月島環境エンジ

ニアリング株式会社が実施したプロジェクトでは、熱と冷水の力により、壊れにくいHFC-23を確実に破壊

する装置の開発に成功、現在国内外約30カ所で使用され、温室効果ガス排出削減に大きく役立っていま

す。本プロジェクトに関連してCDM事業で2012年2月までに破壊されたHFC-23は全世界で82百万t-CO2

あり、そのうち月島環境エンジニアリングの装置による破壊量は26百万t-CO2で、HFC-23の破壊における

CDM寄与率は31.2％を占めています。

（参考：CO2冷媒を採用した、冷凍ショーケース用ノンフロン冷凍機システム)



温室効果が高いとされ、しかも破壊されにくいHFC-23をどのように回収・破壊するか。この課題に、フロ
ン類を製造してきたメーカーなどが取り組んできました。NEDOでは、1998年から2001年にかけて「
HFC-23破壊技術の開発」プロジェクトを実施し、こうした研究開発を支援してきました。

月島環境エンジアリングでは、フロンガスメーカーの旭硝子株式会社、ダイキン工業株式会社と共に破
壊装置の開発に参加し、同社が長年にわたり培ってきた「燃やして物質を処理する」技術を活用して実
証装置を開発、HFC-23を99.99％以上破壊することができる技術を確立しました。

この破壊装置は、先進国が途上国に、温室効果ガス削減につながる技術を提供することで、自国の排出
量の削減分に当てることのできるCDM（クリーン開発メカニズム）制度の対象にもなり、これまでCDM
として認められた世界全体のHFC-23の破壊量のうち実に31.2％が、この破壊装置によるものとなって
います。

そこで、特定フロン等の代わりに冷媒などに使える物質が生産・使用されるようになりました。代表的な
ものが、HCFC-22（クロロジフルオロメタン）です。従来のフロンに比べてオゾン層を破壊せず、冷媒特
性も優れているため、エアコンや冷凍・冷蔵装置の冷媒に広く使われてきました。

しかし、HCFC-22の生産には、副生成物として「HFC-23」（トリフルオロメタン）が必ず発生し、それが新
たな問題となりました。HFC-23は、地球温暖化につながる温室効果が極めて高い物質（二酸化炭素の
11,700倍）だったからです。

地球温暖化防止への問題意識の高まりを背景に、HFC-23を大気に放出せず、適切に破壊することが社
会に求められていました。2007年に改正された「フロン回収・破壊法」でも、HCFCやHFCなどを放出す
ることへの禁止や、業務用機器を廃棄するときにこれらの物質を回収・破壊することが義務付けられる
ようになりました。





図3　冷却缶での液中燃焼法。一気に急冷すること
でダイオキシン類の再合成もない


















